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② 
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☆認定を受ける前に居宅療養管理指導を希望される方や保険料の滞納等により法定代

理受領できなかった場合、1 カ月につき上記の全費用を頂き、当クリニックからサー
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ビス提供証明書を発行いたします。 

☆払い戻し可能状況が整い、このサービス提供証明書を後日市町村の窓口に提出します

と、一部負担金の払い戻しを受けられます。  
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